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予防原則の倫理学に向けて 

ディートリッヒ・ボンヘッファーにおける「代理」の責任概念の可能性 

 

 

山 本 剛 史 
 

 

序：予防原則と微量化学物質 
 

ハンス・ヨナスは、主著『責任という原理』において「未来倫理」を

提唱する。未来倫理における新しい定言命法、「汝の行為のもたらす因果

的結果が、地球上で真に人間の名に値する生命が永続することと折り合う

ように、行為せよ1。」は確かに科学技術利用に関するそれまでにない新し

い命法であった。ヨナス以前の倫理学においては世界に人類が存続するこ

とが自明のことと見なされていたから、そうしたことに配慮した命法が存

在するはずもなかった。例えばカントの定言命法は理性が自分自身と一致

することを命じている。それに対してヨナスは生命の存続を命じる命法を

掲げたのである。言い換えれば倫理の第一の対象として生命を位置づけよ

うとしたのである。このことは、ヨナスの次の言葉からも裏付けられよう。

「彼ら（将来世代）に要求されるあり方のために課せられる第一の規則は、

彼らを生存させよという命令からしか獲得できない。それ以外のすべての

規則も、生存させよという命令に準拠している2。」 

ヨナスの倫理学の更なる特徴は、いわゆる「世代間倫理」との違いに

表れる。70 年代以降主にアメリカにおいて理論構築が試みられた世代間

倫理は、将来世代の権利を仮設して権利‐義務に基づく社会規範に包摂さ

せようとする。それに対してヨナスは将来世代がまだ存在していない以上

現在においていかなる権利も主張しえないとする。ヨナスの倫理はすなわ
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ち、絶対的な他者としての将来世代に相対するわたし達現在世代自身のあ

りようを問うものである。 

ところで、ヨナスの問いは繰り返しになるが「将来世代に対する責

任」をわれわれ現在世代がいかにして負うかというものであったが、それ

は今日においても意義のある問題設定だろうか？ 

2008 年 7 月より運用が開始された欧州連合の化学物質規制政策 
REACH（Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals）を例にと

り考えてみよう。これは簡単に言えば、域内において製造、輸入、使用さ

れる全ての化学物質を欧州連合の管理下におく制度である。化学物質は全

て生産者、使用者の責任において規定のテストにかけられ、製造量や毒性、

あるいはその他の性質に応じて利用が制限され、リスクの高い物質を製造、

使用している者はリスクの低い物質への代替を考慮せざるを得ない。こう

した制度が導入される背景には、20 世紀中盤以降にわれわれの生活に爆

発的に浸透した合成化学物質の存在がある。 

人類の中で、合成化学物質の恩恵に浴していない者はおらず、また合

成化学物質が体内から検出されない者もほとんどいないことは、既にこれ

までの研究で明らかになっている3。こうした物質の中には、継続的な曝

露により高いリスクをもたらしうる、高蓄積性や難分解性を示すものがあ

る。以上の認識に基づき、従来から発がん性のリスクに関しては研究され

てきた。ところが、1991 年にシーア・コルボーンたちが化学物質のリス

クに関して全く知られていなかった新しい側面があることを第 1 回ウィン

グスプレッド会議で公にし、加えて 1996 年に『奪われし未来』を出版し

たことにより、そのリスクが周知のものとなったのである。コルボーンた

ちは、環境ホルモン作用を引き起こす物質に胎児期あるいは成長過程にお

いてナノグラムないしピコグラム等の単位の極微量で曝露することを通し

て、内分泌系や免疫系の異常、あるいは胎児の神経発達の異常が生じる可

能性があると警告したのである。ナノグラムないしピコグラム単位の曝露

というのは、猛毒といわれるダイオキシンであっても人体に直接の害を与
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えない程度の量、さらに言えば、通常の環境中に存在するのと同じ程度の

濃度である。具体的には世界的にその人数が増加しているといわれる

ADHD（注意欠陥多動性障害）、LD（学習障害）、アスペルガー症候群

（高機能自閉症）などの軽度発達障害や性同一性障害、障害の顕在化の時

期によっては若年性痴呆が、環境ホルモンとして働く合成化学物質による

脳神経発達の阻害によるものと考えられている。また、環境ホルモンの影

響が疑われるものとしてもっと良く知られている例としては、精子量の減

少や尿道下裂のような男性生殖系に見られる異常、切開流産防止のために

DES（ジエチルスチルベストロール）を利用した母親から生まれた女性が

膣ガンにかかるリスクが異常に大きくなることなど枚挙に暇がない。また、

エポキシ樹脂等の原料であるビスフェノール A は女性ホルモンであるエ

ストロゲンの働きをかく乱する物質として知られている。 

こうした事例は、確かに合成化学物質が地球上に浸透した後から確認

されたものばかりである。しかし、現象としては確認されているものの、

おのおのの現象が環境ホルモンによってどのように生じるかというメカニ

ズムが正確にはいまだ知られていない。とはいえ人体実験をするわけには

当然いかない。そこで、動物実験や胚細胞を用いた実験において、環境ホ

ルモンと目される物質の影響が探査されているのである。では逆に、なぜ

環境ホルモンが取りざたされるかといえば、コルボーンらが世界中の野生

生物の異変は環境ホルモンによる内分泌系統のかく乱があったためと考え、

同じような異変が人間に対しても起こりうると警告したからである。また、

環境ホルモンの問題をさらに難しくしているのは、複合汚染の問題である。

実験室等で、単独の環境ホルモンの許容量4が判明したとしても、われわ

れ自身はみな複数の化学物質に汚染されていて、いずれも許容量に照らし

て安全とされる濃度の複数の環境ホルモンが相乗効果を発揮し、未知なる

害悪をもたらす危険すら指摘されている。 

こうして見てみると、「不確実」なのが将来世代の存続、あるいはあり

様にもはや限定できないことがわかってくる。すなわちいつ、どこで、誰
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がリスクを引き受けるのかすら分からないのである。今日リスクを負って

いるのは将来世代だけなのか、直接の子孫あるいは私たち自身までもが含

まれるのかが不確実なのである。それどころか、3 万種におよぶ REACH

による管理の対象となる化学物質のなかには、人体や生態系にどのような

リスクがあるかが全く明らかでないものも多く存在する。つまりどのよう

なリスクがあるかすら不確実なのである。微量化学物質汚染の問題に、わ

たしたちが直面しているリスクの不確実性という問題がもっとも明瞭に現

れていると筆者は考える。したがって、本稿では以下この問題を念頭に置

きながら、倫理学の課題として単なる「将来世代に対する責任」にとどま

らない「不確実性に対処する責任」をいかに論じ得るか検討することとす

る。 

ところで、国連環境開発会議（地球サミット）において採択されたリ

オ宣言の第 15 原則5に、予防原則が言及されているが、それはまさにリス

クの不確実性さらには不可逆性に対処する指針である。しかし、予防原則

の厳密な一般的定義が定まっていないために、その運用に関して広い範囲

の混乱があるという6。「不確実性に対処する責任」に関する倫理学的な議

論、つまり予防原則の倫理学の目指すところは、そのような混乱を乗り越

え予防原則を確立することに対する貢献である。 

 

１、不確実性に対処するための確実な原則 
 

さて、「不確実性に対処する責任」を倫理学上の問いとして扱うことの

是非をまず考えてみたい。問いの典型として、化学物質の問題を提示して

いるのは、この問題が環境倫理と生命倫理との接点になりうると考えるか

らでもある。これとは逆に、環境倫理と生命倫理とを峻別する立場として、

ハーバーマスの議論が存在する。『人間の将来とバイオエシックス』にお

いて、ハーバーマスは遺伝病治療目的を逸脱した遺伝子操作技術が人類全

体の自己理解を変革する可能性をはらむことを認める。すなわち、自らを
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道徳的人格と理解する場合に前提されるのは自身が代替不能であり、独自

の人格において行為し、判断し、「自分の中からは自分以外の声は語りだ

していない7」ことである。その人格が肉体に宿るときに自分のした行為

と他人のした行為の区別ができるようになる。しかし遺伝子操作によって

自分以外の人間の意図が肉体に入り込んだ場合に、より正確には自らが遺

伝子操作の末に生まれてきたと知った場合に自己理解の前提が崩れ去る恐

れがある、さらにこうした積極的遺伝子操作が社会的に習慣化した場合に

自分と他人とを同等な人格として理解することができるだろうか、と問う。

一方でそれ以外の問題、たとえば原子力発電所の建設等に関しては、国策

として豊かさと健康とをどのようにバランスをとるかという問題で、国ご

との文化と政策の問題へと帰着するとする8。 

以上のようにハーバーマスは遺伝子操作がはらむ問題を人類の倫理学

的な自己理解に与える影響という観点から考察し、倫理学上の本質的課題

であるとする一方で、環境倫理の問題に関しては文化の違い、あるいは政

策論として処理できると考える。筆者は以前にも、ハーバーマスの技術理

解が楽天的に過ぎることを批判した9。化学物質汚染の問題に関して付け

加えると、PCB や DDT などの難分解性で残留性の高い残留性有機汚染物

質（POPs）は大気や水に運ばれて汚染の地域を広げる傾向を持っている。

例えば北極圏に住むイヌイットの身体や母乳からは先進国住民よりはるか

に高い濃度の POPs が検出される。こうして生態学的側面からみて、環境

問題は一国の問題に収まりきらないと考えるほうが実態に即している。 

空間的な広がりのみならず、時間的な広がりに関してはどうだろうか。

遺伝子操作がもたらしうる道徳的人格としての自己理解の毀損だけが倫理

学的に本質的な問題なのだろうか。まず、胎児期あるいは乳児期に環境ホ

ルモン作用を及ぼす化学物質に曝露した場合、先に挙げたような脳神経系

の異常が起こりうることがある。この場合に重要なのは、遺伝子が正常で

も発達障害が起こること、遺伝子の発現に環境ホルモンが干渉して異常を

引き起こすこと、さらに、攪乱された発現形式が直接曝露していない子孫
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に継承されうることである。胎盤には胎児の発育にとって害になるものを

遮断する機能があると考えられていたが、20 世紀に入ってから発明され

た人工化学物質に対しては胎盤のブロック機能が働かないことが知られて

いる。それどころか成人が曝露しても影響がないような濃度の化学物質に

対しても胎児が過敏に反応することも知られている。つまり、ハーバーマ

ス言うところの「道徳的人格」のいわば座である肉体は特に成育過程にお

いて非常に脆弱な面があり、危ういほどのバランスを保ちながら人格を支

えるようになると考えるべきなのだ。化学物質はもともと人間自身の手で

作り出し、自然界へと放出したものであるから、人体へ入り込み害を与え

た場合、それはやはり人間による発生への間接的な介入と解釈できる。し

たがって、己の遺伝子が他人に操作されたという来歴を知ったときに道徳

的人格が変化をこうむる可能性のみが取りざたされるべきではなく、化学

物質が心身双方に影響し道徳的人格を実質的に損う可能性が示唆するよう

に、心身が従来考えられてきた以上に精妙で傷つきやすい性質を持つこと

を考慮すべきである。もっとも、例えば特定の化学物質が人間の心身に悪

影響を及ぼすという因果関係がすでにはっきりわかっているならば、一も

二もなく対策を立てねばなるまい。問題はやはりいつ、どこで、誰に、ど

のように危害が顕在化するかが分からないことにある。また現代の科学水

準では把握できない疾病の恐れも視野に納めなければならない。したがっ

て、「不確実性」をどのように評価するかが問題となる。 

言ってみれば、今日「不確実性」が遍在化した状況にある。『責任とい

う原理』では、不確実性への対応に関して確実な原則を確立し適用するこ

との必要性が説かれる。 

「……決断に当たっては不吉な予知のほうを喜ばしい予知よりも重視せ

よという規則である。この規則が効力を引き出す倫理学的原則は、次のよ

うになる。人間全体の実在あるいは本質を、行為の賭け金としてはならな

い。この原理から直ちに帰結するのは、人間全体の実在や本質を賭け金と

することが単に可能性に過ぎないとしても、そうした危険を冒すことは許
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されない、ということである。その賭け金を賭けて追い求める可能性がど

んなに喜ばしいものであっても、そうした危険を冒すことは許されない

10。」 

またヨナスは、 悪の結果を回避するためには人類の全体を賭けるこ

とが許されるとし、ゼロリスクを追求するあまり科学技術による解決策が

全く取れなくなるのではないかという批判に前もって答えている。もっと

もヨナスのこうした一連の原則は言い換えれば、科学技術の進歩に対して

徹底的に人類の存続、あるいはそれを保障するあり様を優先させることを

意味している。だからといってヨナスが進歩そのものを否定しているので

はない。ただ、ヨナスにとってあくまでも守られるべきものが主題になっ

ているということなのだ。その姿勢は例えば、人間の本性と地球環境が長

い間変化をこうむってきたために、進歩に対して慎重な距離をとるのでは

なく進歩を統制する理念がなければ、それらは保全されえないのではない

かという問題意識に立つ K.O.アーペルの責任倫理11とも異なる。しかしこ

のような徹底があってこそ、例えば化学物質の許容量で意見が割れている

ケース12であれば、「無毒性量」ではなく「無作用量」を採用するという

方向付けをもたらすことができよう。 

以上のような原則的思考を内包するヨナスの「未来倫理」は、従来の

倫理学とは異なる特徴を持つ。従来の権利と義務の相互関係を基礎とする

倫理学が対応しているのは、既に存在して実際に権利要求できるものに限

るとし、 

「存在していないものにこそ、われわれの求める倫理学は関っている

13。」 

「この倫理学の責任原理は、権利という概念から、同時に相互性という

観念からも完全に自由でなければならない14。」 

と主張する。その上で、相互的でない責任と義務が自発的に認められ

る端的な例としてヨナスは自ら産んだ子に対する責任と義務を挙げる。生

殖という生物学的事実により与えられる非相互的な関係が責任概念の起源
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であり、非相互的な関係において責任は本来の機能を発揮するという。 

もっとも、親が子に配慮する責任と、後の世代に配慮する責任とは厳

然とした違いがあることは認められる。親の責任の起源は言い方を替える

と子どもを産んだということに由来し、潜在的ではあっても子ども自身が

持つ権利に対応する義務として説明できる。しかし後の世代に配慮する責

任、すなわち将来世代の生存に対する責任と、そのありように対する責任

はまさには子どもを産む義務を内包しているし、まだ生まれていない子ど

もは権利要求できないので、権利に応じる形の義務とは言えない。つまり、

この場合子どもを産んだ親の義務を単純に拡大解釈することはできない。

そこでヨナスは将来世代が持つと考えられる権利に応える義務ではなく、

現在世代、将来世代とも普遍的に持っているはずの、義務を果たす能力を

将来世代に持たせることこそ未来倫理の根本義務であるとするのである。

そもそもヨナスは『責任という原理』第 2 章において、自らが論じようと

する「未来倫理」が以下のような構造を持つものとする。すなわち、未来

倫理の基礎に関わる原理論の領域、次に未来倫理の実践に関わる政治哲学

の領域である。加えて、未来倫理を実際に要請しうるような将来像を予測

する媒介項としての科学技術の必要性を説く。原理論において未来倫理の

第 1 の義務は、われわれが科学技術を用いることによって将来世代がこう

むる影響について媒介項を通して予測することであり、第 2 の義務は予測

に対する相応の感情、つまり特に悪い予測に対する恐れを引き起こすこと

である。恐れが感じられてはじめて、将来世代に対する配慮が実行されう

る。このような未来倫理を実行する能力を将来世代に保障することは、未

来倫理の本源的な義務と呼ばれる。そして、この本源的な義務は人間の責

任性において担われる。したがって、未来倫理の本源的な義務は、将来世

代の責任性に対する現在世代の責任に等しい。予防原則との関連で押さえ

ておくべきは、ここで言われる本源的な義務なるものが将来世代において

新しく確保されるべきものではなく、本来いかなる世代の人間にも備わっ

ているはずの責任性を確保することである。 
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ところで、冒頭に掲げた未来倫理の第一の命法においても、ありよう

に対する責任のすべては存続に対する責任から導き出されると指摘されて

いる。2 つの責任は分離して考えられてはならないとされる。また、ヨナ

ス自身が責任概念の起源が生殖と関わっていると述べていることから、ヨ

ナスの未来倫理は存続を司る生殖発生の精妙なメカニズムを守ろうとする

微量化学物質に関する予防原則を支える倫理として通用すると考えられる。 

以上のような未来倫理はいかなる問題を抱えているだろうか。力なき

他者からの呼び声に、力を持った責任主体たる「わたし」が応答するとい

うその責任概念は、主客の非相互性に特徴がある。また、生命形而上学に

未来倫理を基礎付けることに関してはヨナスが自然主義的誤謬を犯してい

るという批判はよく知られている。加えてもう一つ問題だと思われるのは、

ヨナス自身が未来倫理の「第二の問い15」として考えた、責任性を踏まえ

た政治哲学を提示できなかったことである。それに対して、アーペルは自

らの責任倫理においてディスクルス原理を貫徹し、無制約かつ理想的コミ

ュニケーション共同体からは将来世代が排除されていないとし、現在世代

と将来世代との間に非相互性を前提することは間違いであり、あくまで相

互的な関係にあり、それゆえ将来世代のあらゆるニーズが責任の対象とな

ると主張する。アーペルのディスクルス原理はそれ自身責任倫理の根拠付

けであり、同時にディスクルス原理に適う実践形態の維持創設を要請する

原理でもある。ヨナスが成し得なかった責任の政治哲学の領域に踏み込ん

だ意義は極めて大きい。ではアーペル倫理学の問題点はどこにあるか。ま

ず、ハーバーマスが指摘するように、集団的行為に参加する者たちがその

過程において道徳的に成長することを目標とすることは、現実の政治的や

り取りの中で考えれば過剰な要求というより他ないのではないか、という

点がある16。また、将来世代の理想的コミュニケーション共同体への参加

資格を重視するゆえに、将来世代と現在世代との間の相互性、すなわち対

等な関係をいう時、逆にそもそも責任概念が要求される理由の一部、すな

わち時間そのものの不可逆性、あるいは被害の不可逆性（の可能性）のた
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めに、将来世代が原理的に不利な立場におかれていることが捨象されてし

まう。アーペルは倫理的な権力関係の不均衡一般を、実在的コミュニケー

ション共同体に確かに見て取っている。そこに理想的コミュニケーション

共同体を反実仮想して倫理的コミュニケーションと意思決定のあり方その

ものを少しずつでも変革してゆくことが志向される。しかしその変革にお

いても、現在世代と将来世代との間に横たわる不均衡が原理的に解消され

えないことは、明らかである様に思われる。予防原則の問題が将来世代ま

で射程に含んでいる以上、こうした疑問がアーペルに対しては残るのであ

る。 

 

２、ディートリッヒ・ボンヘッファーによる「代理 Stellvertretung」

の責任倫理 

 

 以上のように、ヨナスとアーペルとの間には様々な対立点があり、ま

た双方共に克服すべき問題点を抱えている。その一つは責任概念の違いで

ある。ヨナスの責任概念は主客の非相互性を特徴とし、一方でアーペルの

それは主客の相互性を要とする。筆者は、この対立を克服するために以前

ディートリッヒ・ボンヘッファーが『現代キリスト教倫理』において展開

する「代理」の責任論が示唆を与えうるのではないか、と問題提起してお

いた17。しかしその代理の責任を未来倫理における責任として受け容れる

には、相応の手続きが必要になる。 

「キリスト教倫理の根源は、自分自身の｢我｣の現実ではなく、この世界

の現実でもなく、また規範や価値の現実でもなく、イエス・キリストにお

いてご自身を啓示し給うた｢神｣の現実である。このことが、キリスト教倫

理の問題にかかわりを持とうとするすべての人に対して、他の何事よりも

先に必ず課されねばならない要求である18。」 

そもそも、なぜここで神学的倫理学が引き合いに出されなければなら

ないのか。この問いに答えておかねばならない。上の文章にある通り、キ
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リスト教倫理においては｢神｣が啓示されていることが議論の前提として受

け入れられなければならない。理性的倫理学の場合であれば神自身や神の

啓示がまず理性的に問われねばならないはずである。この点で両者の間に

は決定的な違いが存している。それでもなお、ボンヘッファー倫理学が参

考になると考えられる理由は、まず 1933 年以降のボンヘッファーの思惟

の営みそのものがナチスに対する抵抗である点にある。例えば、後述する

「究極以前のもの」としての無辜の生命の絶対的肯定は、当時ナチスが心

身障害者に対する「断種」「安楽死」をはじめとする非道な優生学的政策

を実行していたことに対する非難として読まれるべきものである19。（ボ

ンヘッファーは有名な精神医学者だった父親の仕事の関係上、人知れずな

されているナチスのこの残虐行為を知ることができた。）ここで問題は、

ボンヘッファーは自らがなしえたような非難、抵抗が理性的倫理のレベル

にとどまる限りなし得ないと考えている点である。真理や正義という倫理

原則に忠実に生きようとするならば、 

｢悪の全体を見ることができず、……つまらない事柄の中に巻き込まれ

て、より賢明な相手の網の中に落ちる20。」 

さらにボンヘッファーの慧眼は、アイヒマン裁判を待つまでもなく、

良心や義務が既存の社会規範のあり様が顛倒している場合にはかえって悪

に加担してしまうことを見抜いているのである。 

「良心的な人は、決断を迫る・逃れられない状況の圧倒的な力に対して、

孤独のうちに戦う。しかし、自分自身の良心以外に何の助けも支えもない

ままに、行為の選択をしなければならない戦いの規模の大きさが、彼を引

き裂いてしまう。……遂には、目覚めた良心ではなくて、奴隷となった良

心を持つことに満足するようになり、懐疑に陥らないために自らの良心を

欺くようになるのである21。」 

「ここでは、命じられたことが も確かなことであり、命令に対する責

任は命じる者にあるのであって命令に従う者にあるのではないと考えられ

ている。……義務の人は、遂には悪魔に対してまでも、彼の義務を果たさ
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ねばならなくなる22。」 

本稿が問題にしているのは科学技術を扱う上での予防原則である。序

において予防原則の焦点は不確実性の評価であることを明らかにした。こ

の評価という点に関して、ヨナスが述べているような不確実性を扱う不確

実でない倫理学を、予防原則の倫理学とするならば、それは場合によって

は既存の社会規範を長い時間をかけて作り変えることを義務付けることも

ありうる23。ボンヘッファーの倫理学が持つ射程は、単にナチスに対する

抵抗にとどまらなかった。村上伸によれば、ボンヘッファーの思想がラテ

ン・アメリカの「解放の神学」や南アフリカの反アパルトヘイト運動に影

響を与えている24。 

しかしこれだけでは、啓示を出発点とする神学的倫理学であることに

は変わりなく、信仰を持たない者にとって議論の中に普遍性を見い出すこ

とは難しい。 

ところで、よく知られているように、ボンヘッファーの神学は単なる

キリスト教神学ではない。『獄中書簡集』におけるいわゆる「非宗教化」

は、それまでの思索の集大成であると同時に従来のキリスト教の枠組みを

大きく自覚的に踏み越えてゆく、全く新しい信仰のあり方を提示している。

二十世紀に至り、「人間は、（科学や社会生活など）あらゆる重要な問題に

おいて、「神という作業仮説」の助けを借りることなしに自分自身を処理

することを学んだ25。」そんな「成人した世界｣において、神学や敬虔な信

仰の言葉でもはや語りえなくなったキリスト教とは、何であるかを問うの

である。それは、全く無宗教的な労働者や一般の人々にとってキリスト教

は存在しうるのか否かを問うことであり、それが「絶えず僕（ボンヘッフ

ァー）を動かしている26｣問題だというのだ。その際、｢キリストはもはや

宗教の対象ではなく、全く別な何かであり、真にこの世の主である。しか

しこれは何を意味しているのか27。」 

この問いを考える上で重要なのは、ボンヘッファーが「成人した世

界」においては、従来ずっと宗教の主な関心事であった死や罪に対する恐



予防原則の倫理学に向けて 

 115 

れが人間自身により克服されつつあるので、救済が問題にならなくなって

きていると見なしていたことである。問題は、成人した世界において人は

神なくして生きることを神から逆に要求されていることだ、という。そこ

で、弱さではなく、人間の力に注目しなければならない。 

「イエスは、一人一人の人間を 初にまず罪びとに仕立てるなどという

ことはなさらなかった。イエスは罪びとをその罪から呼び出されたのであ

って、罪の中へ呼び入れたのではない。……イエスは一度だって、人間の

健康や力や幸福がそれ自体問題だと言ったことはなかった……そうでなけ

れば、どうして病人を健康にしたり、弱い者に再び力を与えるということ

をしただろうか？イエスは人間の生全体をそのあらゆる現象において、ご

自身と神の国のために要求しておられるのだ28。」 

一方で、神は弱く、苦しむ神として定義される。人は己の関心事をひ

とまず置いて、苦しむ神という困窮する他者と共に苦しむように、そのよ

うな生に呼び出されているという。人はキリストにならい生きることで新

しい生を生きるようになる。ボンヘッファーはキリストがキリスト者では

なく一人の人間をつくると考えていた29。さらに「キリスト者も異教徒

も」という有名な詩においては30、神が異教徒の神としても存在し、キリ

スト者であるとないとにかかわらず困窮する全ての者を赦す、といわれる。 

 こうしてボンヘッファーは従来のキリスト教の信仰共同体を超えて、

自分自身の問題を考えるより前に困窮する他者の傍らに立つという行為そ

のものにキリスト教を集約してゆく。その行為は既に述べたように万人に

開かれている。またさらに『獄中書簡集』の中では、｢神以外の法廷31｣が

模索されるほか、「自覚されていないキリスト教32」なる表現も見ること

ができる。キリスト者であるか否かは、内心における自覚や信心深さでは

なく、ならい生きる行為によって決せられる事柄である。したがって、

「非宗教化」は啓示をなきものとはしないが、信仰が「全体的なもの、全

生活にわたる行為」であり、「イエスは新しい宗教へではなく、生へと呼

びかけておられる33」とする。 
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そして、「非宗教化」という言葉は用いられていないものの、実は、

『現代キリスト教倫理』の中に既に同様の記述があるのだ。それによると、

十字架のイエス・キリストが拒絶されたことにより、神なき世界になった

が、いかなる努力によってもその呪いを取り除くことはできない。しかし

十字架は同時にこの世と神の和解の十字架なので、神なき世界において人

は神の前で生きる自由を得るのだ、というのである。これが『獄中書簡

集』において「非宗教化」へと発展することは明らかなように思われる34。 

このように、ボンヘッファーはキリスト教を従来の宗教とも、単なる

倫理への世俗化とも異なる次元へと導こうとした。それがどのような次元

なのかは、神学者達の間でも諸説分かれている35が、いずれにしろはっき

りしているのは行為そのものが も重要視されるということである。そこ

で本稿ではその代理の責任論をボンヘッファーが重視する行為の詳細な議

論として位置づけ、目指す予防原則の倫理学へ向けどれほどの示唆を得る

ことができるかを吟味することとしたい36。  

 

・ただ一つの現実 

 

前節冒頭の引用文には、身の回りの所与の現実を単に指示するのでは

ない「キリストの現実」という概念が表れている。ボンヘッファーによる

と、善はこのキリストの現実それ自身であり、他にはない37。哲学的倫理

の基本的な課題は「いかにしてわたしは善くなるか」あるいは「いかにし

てわたしは善をなすか」といった形で与えられるが、それと異なるキリス

ト教倫理の課題は、「キリストにおける神の啓示の現実性が、その被造物

の中に現実化すること38」という形をとる。この際、善の問題を普遍的尺

度に当てはめることによって行為の動機ないし結果の善悪を判定する問題

としては、もはや考えられなくなる。これを言い換えると、善と悪の分離

が「キリストの現実」において止揚されると言うことになる。ボンヘッフ

ァーは「善は全体を要求する39」という。一人の人間は分割し得ない全体
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であり、人間と人間も被造物世界の一員として分割できない全体である。

そこでわたしは、いかにその現実の中で生きるべきかが問われる。極端に

言えば、己自身の善を追及するのではなく、場合によっては悪と見なされ

ることさえ厭わないと言うことである。 

加えて重要なのはこの「現実」概念がルターの二王国説、すなわち、

現実を聖と俗に分け、この世の現実とは何の関係も持たない宗教的現実と

しての教会と、自分自身の自立性を要求し、聖なる領域から独立してその

権利を行使するこの世の現実としての国家との並存を認める教説を克服す

るものと考えられている点である。すなわち、例えナチス統治下のドイツ

であっても「……悪魔のうちにではなくて、キリストのうちに、その究極

の、本来の現実を持っている世界」であり、「この世界はキリストと悪魔

とに分割されているのではなく、この世界がそれを認めると否とに関わら

ず、この世界は全体としてまったくキリストの世界なのである。この世界

は、このキリストにある現実に向けて呼びかけられねばならず、そこで自

分自身のあるいは悪魔の手の中にあると考える偽りの現実は破られねばな

らない40」のである。つまり、わたし達にとって現実と言える世界はただ

一つであり、いかなる外部も存在せず、キリストの現実からの呼びかけに

応答することが課題なのである。 

 

・究極のもの、究極以前のもの、生命の擁護 

 

キリストの現実に応える行為は、実際には何を守ろうとするのだろう

か。ボンヘッファーは啓示、すなわち「イエス・キリストにおいて、神の

現実がこの世界の現実の中に入ってきた41」という出来事を「究極のも

の」とも呼ぶ。これに対して「究極以前のもの」が存在し、それは人間的

な物事一切を指す言葉である。究極以前のものから究極のものへ至る道は

存在しない。逆に考えなければならない。そもそも究極以前のもののレベ

ルで人間とは何か、が分かったつもりになってはならず、｢むしろ、究極
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のものから考えてはじめて、人間であることが何であるのかが、知られる

42｣という。とはいえ、生身の身体を持った人間であることは究極のもの

に先行していることも明らかだ。その点をボンヘッファーは究極以前のも

のが「究極のものの自由によって有効なものとされる43」とする。そこか

らさらに重要な帰結がえられる。 

｢究極以前のものが、究極のもののゆえに保持されていなければならな

い44。｣ 

例えば、奴隷が時間を自分の自由に使えないために礼拝に与ることが

できないとしたら、この奴隷は信仰へと導かれることがなくなってしまう。

それゆえに礼拝に与る条件を整えてやる必要がある。整えるということは

具体的な行動を意味する。このように、究極のもののために行動する者に

とっては究極以前のものが究極のものとのかかわりの中にあるのである45。

「自然的なもの」は究極のものとのかかわりにおいて、究極以前のものと

しての性格を確保される。これに対し、そのかかわりにおいて逆に究極以

前のものを破壊し、あるいは背を向けるものを「不自然なもの」と定義す

る。自然的生活において自由が正しく用いられれば「自然的なもの」が保

たれ、誤って用いられれば「自然的なもの」が破壊され「不自然なもの」

へとおちこむのである。重要なことは、この「自然的なもの」が決してい

かなる個人や集団によっても決定されえず、むしろ全ての決定に先立って

決定されて与えられているものだと言うことである。「自然的なもの」は

自然的生活に内在し、それに形を与えている。自然的生活は自己目的とし

ての生であり、同時に手段としての生でもあるのだが、「自然的なもの」

が内在しなくなると、自己目的としての生のみに執着する生命主義と、生

を手段としてのみ扱う生の機械化、つまり、個人の尊厳を無視した全体に

とっての利用価値といういずれかにおちこむ。「不自然なもの」とはこれ

を指している。そして、「自然的なもの」は神が与えたものであるがゆえ

に、どんな利害関係にも優先して絶対的な擁護を求める権利を持っている

のである。自然的生活において果たされる義務は、この権利が満たされた
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後に取り組まれるべきなのだ。ここに、その自然的生活の一部である身体

的生活それ自体の擁護への道が開かれる46。 

身体的生活の特徴についてボンヘッファーはまず以下のように述べる。 

「われわれの側ではそのために何もできず、ただ受け取るだけである身

体的生活は、それ自身の中に、その維持を要求する権利を持っている。そ

れは、われわれが奪ったり、戦い取ったりした権利ではなく、本来的な意

味において、｢生まれながらの｣、受ける権利であり、われわれがそれを欲

するより前に、そこにあるものであり、存在それ自身の中に根ざしている

権利である。地上における人間の生は、ただ身体的生活としてのみ存在す

ることが、神の意志であるがゆえに、身体は、全体としての人間のために、

維持される権利を持つ47。」 

身体的生活は自然的生活の一部であるから、それが目的にいたる手段

でもあるし、それ自身自己目的でもある。ボンヘッファーはナチスによる

障害者に対する断種や安楽死などの非道な政策を念頭に置きながら、例え

ば衣食住の充足、娯楽、遊戯、性などが別の高位の目的に従属するもので

はなく、それ自体の喜びを持つことを肯定する48。そして、それ自身強く

喜びを求める「身体」が、他の誰でもない私の身体であり、それゆえ、私

の身体に対する侵害は個人的実存の侵害であり、自然的生活の第一の権利

を侵害することだとする。 

「自然的生活の第一の権利は、肉体的生命を、恣意的な殺害から守るこ

とである。恣意的な殺害は無辜の者の生命が故意に奪われるところでこそ、

取り上げて問題とされねばならない。しかし、ここでの関連において無辜

の者とは、他の生命を故意に攻撃するような企てを持たず、また死に価す

るような犯罪的行為へと誘われることのありえないすべての人のことであ

る49。」 

ボンヘッファーは安楽死の問題を取り上げる中で、無辜の者の生きる

権利を肯定する。すなわち、例え不治の精神病者であってもその苦しみに

関らず、どれほどの強い生への要求を持っているか、加えて、他人から見
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れば己の憐れむべき生からもいかに多くの幸福感を引き出しているかは計

り知れないとし、生の肯定は抑圧しがたいものだということを示す。また

自ら苦痛に耐えかね安楽死を希望する病人に対しては、「自分自身の主人

でない病人」の希望を容れることよりも、病人の生命自体がなお生きる権

利を求め、医師の側が病人の意志のみならず生命にも義務を負うがゆえに、

安楽死がやむをえない要請だということはできないとする。これらをまと

めて、身体的生活そのものの権利は「生きる権利は、殺す権利に比べて優

位にある」として定式化される。このように、ボンヘッファーは社会的有

用性の観点をはじめとして恣意的に人間の生命の価値を測ろうとすること

を厳に戒め、身体的生活の絶対的権利を全ての者に対して認めるのである。 

以上のような生命理解の核になっているのは、「自然的なもの」が与え

られたものであると言うところに求められる。与えられた権利に関して、

人間の側からいかなる尺度も設けてはならず、その時々において異なるも

のだと言うことを、ボンヘッファーは「各人ニ各人ノモノヲ50」という定

式で表す。もっとも、他者の権利も同様に与えられていることから、権利

の恣意的な乱用が認められているわけではない。また驚くべきことに、ボ

ンヘッファーは自然的生活を一回限りの個々人の生ではなく、それを常に

超えるいわば生の営みの繰り返しそのものとして捉えている51。なるほど、

ボンヘッファーはナチス支配を念頭に、以下のように述べる。 

「もし個々人の権利が踏みにじられ、そしておそらく回復を見ないとき

には、自然的生活の抵抗力が、次の世代、あるいはその次の世代において、

再び自らの生を立て直すための力となる52。」 

しかしボンヘッファーは知らなかったことかもしれないが、すでに見

たように今日ではその自然的生活の繰り返し自体が侵される可能性があり、

まさにそこに予防原則が求められる理由があるのだ。したがって、どのよ

うな者に対しても与えられるはずの「自然的なもの」を支える自然的生活

を侵すリスクは避けなければならないと言う倫理が帰結すると考えられる。

現在世代のみならず将来世代まで視野に含み、なおかつ不確実性を理由に
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与えられるはずのものを損なわれないようにする倫理である。 

 

・代理の責任 

 

それでは、そもそもわれわれはいったいどのようにしてキリストの現

実に与ってゆくのだろうか。つまりキリストの現実に与る行為とは、いか

なる行為なのか。ここまでの考察に見出される身体性の規定が、人間存在

を本質的に既に定まったものとして規定するのではない。ボンヘッファー

のキリスト教倫理の要点は、イエス・キリストを人格的に理解しようとす

るところにある。究極のものが啓示されたことから「自然的なもの」が究

極以前のものとしての性格を得るということは、イエス・キリストにおい

て人間と神との出会いがあり、その後人間はイエス・キリストにおいて以

外に考えられたり認識されたりすることがなく、また神も人間の形をとり

給うたイエス・キリストにおいて以外に考えられたり認識されたりするこ

とがないと言うことである53。これはつまり、わたしと他者との関係、わ

たしと神との関係が、わたしとイエス・キリストとの関係に依拠している

と言うことである。 

「われわれは、イエス・キリストにおいてわれわれに向けられた神の言

葉に対して応答することによって、生きるのである54。」 

この応答としての生活をボンヘッファーは責任と呼ぶのである。その

責任は他者を代理する責任である。ボンヘッファーは代理の責任を以下の

ように定義する。 

「責任を負うということの根拠は、代理ということにある。そしてこの

ことは、ほかの人に代わって―たとえば、父親として、政治家として、教

師として―行動しなければならないという状況、関係の中でもっとも明ら

かになる。父親は、子どもたちのために働き、心遣いをし、とりなし、戦

い、苦しむことによって、子どもたちに代わって行動する。そのようにし

て、父親は本当に子どもたちの代理となるのである。彼は、孤立した個人
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ではなく、自分自身の中に多くの人たちの「わたし das Ich 」をひとつに

して持つ。彼がただひとりであるかのように生活しようとするすべての試

みは、事実上彼の責任を否認することである。……このような現実によっ

て、‘すべて倫理的行為の主体は孤独な個人である’という虚構は打ち破

られる。孤独な個人ではなくて、責任を負う人間が主体であり、倫理的思

考は、この主体に向けられるべきである。このことは、その責任を負う範

囲が単独の個人であっても、ひとつの集団であっても、あるいは諸集団の

集まりであっても、その間には本質的な区別はない。責任を負うこと、す

なわち、代理を果たすことからのがれることのできるような人間はいない

55。」 

本稿においては、責任関係の相互性が一つの問題であったが、この箇

所だけを読む限り、責任における主客が相互的であるか、非相互的である

かは二義的な問題である。とにかくわたしは誰かを代理し、また代理され

ているのだ。また、責任主体が個人であるか、集団であるかに関わらずこ

の責任の本質は変わらないことも明記されている。 

代理の極限は、イエスにおいて見い出される。「彼（＝イエス）の生活、

行為、努力の全体は、代理である。人間が生き、行為し、苦しむべきこと

は、彼において成就している56。」一人の人間の全体が信仰において、代

理されたものとして理解されるということは、逆に、全てを他者に代理さ

せることが不可能なことと、それでいてわたしたちが他者による代理を求

めずにはいられないこと、そして困窮にあえぐ他者を代理するよう呼びか

けられていることを際立たせる。他者による代理が不可能なものとは何よ

りもその人の生命そのものである。ボンヘッファー言う所の自然的生活の

一部として位置付けられる身体的生活には、誰にとっても与えられたもの

であると言う逆説的な一点において奪われない権利がある。何者もそれを

意のままにする権限を持たないのである。それが脅かされる場合に、支配

ではなく代理の関係が成立する場が開かれる。 

代理の責任においては、他者を代理するわけだから当然無私であるこ
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とが前提されるが、それが他者の絶対化、他者からの支配に陥ってはなら

ないし、逆に他者に対する責任の強調が自己の絶対化、つまり当該の他者

に対する支配に陥ってもならない。代理と支配を区別する責任の限界につ

いて、ボンヘッファーは父親の例を取り上げ、子どもの責任を自覚させ、

それを強めるところまでとする。また政治家の責任に関しても、市民の責

任性の自覚にその限界をおいている。つまり、自らが代理する他者も同じ

く責任を負う者であるということが、責任を限界付けると同時に、責任の

源泉でもあるのだ57。責任は具体的な隣人に関わるものだが、その関係は

わたしと隣人との間に普遍的に存在するのでもない。与えられた状況に応

じて成立するのである。ボンヘッファーはこれを責任の現実即応性と呼ぶ。

現実に選択しうる善と善の選択、あるいは（こちらのほうがより多く見ら

れるケースかもしれないが）悪と悪の選択を自ら行い、そこから導き出さ

れる結果を甘んじて引き受けることを言う。この場合、単なる現状肯定で

なく、信仰を通して代理関係を成立せしめるキリストの現実が念頭におか

れねばならない。その一方で、状況の中で自らが実際に取り組む事柄に関

して事柄そのものへの熟達が要求される。例えば、ラジオを製作する技術

であれば習得は容易だが、政治の技術は習得が困難である。事柄の性質に

おいて、人間に関わる度合いが深くなるほど技術の習得が困難になる。ま

た、むしろその度合いが深まるにつれて、単なる形式的な技術として理解

することに対して留保されなければならなくなる。そして、ボンヘッファ

ー自身はそれを国政の場面であると考えているのだが、留保が先鋭化した

ところで責任主体は、善と善の間の選択、あるいは悪と悪との選択におい

て、法律慣習やその他一切の形式を超えて、自ら罪に甘んじなければなら

ない。 

こうした代理の責任は、イエス・キリストにその根拠を置いているた

めに、やはり既存の社会規範において回避することを義務付けることが難

しい現在世代の潜在的リスクや、将来世代がこうむりうるリスクを回避す

る責任にその根拠を与えうるものと考えられる。前節において指摘したよ
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うに、そのようなリスクは究極のもののいわば前提条件となる自然的生活

自体を不可逆的に損ねるリスクである。イエス・キリストに対して応答す

ること、ひいては他者に対して応答することは究極のものとの関連におい

て「自然的なもの」として位置づけられると考えられるが（責任を担う生

活が生命主義や生の機械化といった「不自然なもの」とは考えられない）、

これが損なわれる危険があるとするならば、回避すべしという呼びかけが

あると考えられるだろう。それはすなわち、責任を負う生き方を守る責任

ということができ、ヨナスの本源的義務に近いものとなるだろう。 

 

結 語 
 

以上のように、元々予防原則を視野に納めて考え出されたわけではな

いボンヘッファーの倫理学は、それに対応する可能性をはらんでいた。ま

た、ボンヘッファーの責任概念は、責任主体がはじめから己が代理してい

る他者を含みこんだ重層的な性質を持っているところに特徴がある。だか

らといって、単に理性レベルにおける相互依存的な自律性の否定が意図さ

れているわけではなく、「各人ニ各人ノモノヲ」という定式が示すように、

各々が不可侵、不可譲の権利を持っていることは無視されていない。ここ

では、ヨナスが言うように責任主体と責任対象がその力関係において非相

互的であるのか、あるいはアーペルがヨナスを批判して述べるように、本

質的に相互的な主体と対象が、特定の状況下において力関係に差が生じた

に過ぎないのか58、という対立はもはや本質的ではなくなるように思われ

る。ボンヘッファーは何よりも代理するという行為に注目しているからで

ある。 

ボンヘッファーの神学的倫理学は、「非宗教化」とあわせて考えると、

ひたすらに他者のために生き、死んだイエス・キリストのみに関心を集中

し、いわば 終審級として確保し、 終審級を無効化するような生のあり

方を禁じる倫理として考えられるだろう。今後は、この倫理を理性に基づ
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く倫理の言語に翻訳し、予防原則の倫理学がいかなる相貌を取るかを見極

めてゆかなければならない。 

 

（やまもと・たかし 慶應義塾大学文学部非常勤講師） 
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宗教化＝旧約聖書的解釈に拘るが、宮田光雄はボンヘッファーの詩作を引き合

いに出し、旧来の福音的言語を全く使わない無宗教者に対しても開かれた新し

い福音の可能性を示唆する。また、60 年代のアメリカでは、「非宗教化」がキ

リスト教の世俗化として理解されていた。この点に関しては先の鈴木の著作の

他、宮田光雄『ボンヘファーとその時代 神学的・政治学的考察』新教出版社、

2007 年、終章参照。 
36 ボンヘッファーの生涯の歩みは、ヒトラー政権発足前の「神学者」の時期、ヒ

トラーに対し批判的立場に立って、告白教会の一員として抵抗した「キリスト

者」の時期、軍情報部の一員となり、時代の問題に教会の枠を越え直に関わっ

た「同時代人」の時期の 3 つに分けるのが通例である。本稿では、『現代キリ

スト教倫理』と『獄中書簡集』について取り上げるが、双方とも「同時代人」

期に著されている。前者の方が執筆開始時期が早いが、一部獄中においても書

かれており、後者と時期の重複が見られること、また、前者に関してボンヘッ

ファー自身が後に書き改める必要がある旨を書き記していないことから、双方

が矛盾しないものとして考える。 
37 Vgl. DBW 6, S. 35（『現代キリスト教倫理』81 頁参照） 
38 DBW 6, S. 34（『現代キリスト教倫理』80-81 頁） 
39 DBW 6, S. 37（『現代キリスト教倫理』83 頁） 
40 DBW 6, S. 51（『現代キリスト教倫理』96 頁） 
41 DBW 6, S. 39（『現代キリスト教倫理』85 頁） 
42 DBW 6, S. 151-152（『現代キリスト教倫理』123-124 頁） 
43 DBW 6, S. 152（『現代キリスト教倫理』124 頁） 
44 DBW 6, S. 152（『現代キリスト教倫理』124 頁） 
45 Vgl. DBW 6, S. 152（『現代キリスト教倫理』124 頁参照） 
46 「自然的なもの」には他に「精神的生」が構想されていたが、執筆されずに終

わっている。 
47 DBW 6, S. 179（『現代キリスト教倫理』149 頁） 
48 身体的な喜びが神に約束されているということをボンヘッファーは「伝道の

書」からのいくつかの引用において証している。Vgl. DBW 6, S. 181（『現代キ

リスト教倫理』、150-151 頁参照） 
49 DBW 6, S. 183（『現代キリスト教倫理』153 頁） 
50 Vgl. DBW 6, S. 174 ff.（『現代キリスト教倫理』144 頁以下参照） 
51 Vgl. DBW 6, S. 178（『現代キリスト教倫理』148 頁参照） 
52 DBW 6, S. 178（『現代キリスト教倫理』148 頁） 
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53 Vgl. DBW 6, S. 253（『現代キリスト教倫理』250 頁参照） 
54 DBW 6, S. 254（『現代キリスト教倫理』251 頁） 
55 DBW 6, S. 256-257（『現代キリスト教倫理』254-255 頁） 
56 DBW 6, S. 258（『現代キリスト教倫理』255 頁） 
57 Vgl. DBW 6, S. 268-269（『現代キリスト教倫理』265-266 頁参照） 
58 Cf. Apel, p. 18-19 


